第２回放課後子どもひろばふかさわ外５施設
指定管理者選定委員会　議事概要

１　日時
　令和７年（2025年）７月10日（木）10時から12時まで

２　場所
　　商工会議所102会議室

３　出席委員
　加藤委員長・田村副委員長・壽委員・大西委員・河合委員

４　事務局出席者
正木（青少年課長）・白井（青少年課青少年担当職員）・髙橋（青少年課青少年担当職員）

５　協議等内容
（１）申請書類の審査について
　　　事務局から応募者３団体について、募集要項に定める応募資格を満たしており、鎌倉市暴力団排除条例に定める暴力団員及びその利益となる活動を行う者、又は暴力団経営支配法人等に該当しないことを報告し、市税滞納がないことは所管する部署からの回答待ちであることを報告した。（後日、応募団体のいずれも市税滞納がないことを確認し、事務局から委員に伝達した。）

（２）公開ヒアリングの実施方法について
事務局：例年どおり、放課後かまくらっ子の指定管理候補者選定に係る公開ヒアリング、プレゼンテーションの際にも、審査の公平性を期すため、応募団体名を非公開にする。採点後、応募団体を公表する。 
委　員：応募団体の公表については問題ないと考える。
事務局：第１回選定委員会で協議し決定したとおり、今回の選定に係るテーマを【多様な子ども達を尊重する支援員をどのように育成するか。子ども達にとってほっとする場となり、かつ、やりたいことを選べる居場所をつくるためにどのように工夫するか。】として決定した。募集要項にも記載している。このテーマに決定した背景として、第１回選定委員会での協議の際に、会議の中で皆様から多く出たテーマのご意見として、現代の子ども達は管理される場面も多いなか、子ども達自身で主体的にやりたいことを選べるような居場所であってほしい。様々な子ども達がいるなかで一人一人を尊重し、多様性をもった対応ができる職員を大切にする指定管理者であってほしいというご意見を反映し、前述したテーマとした。
委　員：テーマについて問題ないと考える。
事務局：応募団体への質疑について、あらかじめ誰がどのような質問をするか役割分担を行いたい。
委員長：まず、質疑を行う順番については、委員長の私、河合委員、田村副委員長、壽委員、大西委員、改めて私から補足の質問をするという順で実施させていただきたい。私は「基本理念に基づく事業の実施について」、河合委員からは「特別な配慮を必要とする児童への取り組みについて」、「地域や学校との連携について、コミュニティスクールに関して」及び「コーディネーターとのコミュニケーションについて」、田村委員からは「子どもに対する性被害を減らすための対策について」、「子ども達が多忙化している中で、大人の要望と子どもの要望を考慮して、管理ばかりの時間とならないような方針とは？」、壽委員からは「支援員の研修について」、「乳幼児の受入れに関して」、そして改めて私がこれまでの質疑応答の内容次第で補足の質問をする。最後に、大西委員からは「財務に関する質疑全般」をお願いしたい。

その他報告事項等
（１）質問回答書について
５団体より質問があり、既にホームページ上で回答していること、質問内容としては放課後かまくらっ子の利用実績や各かまくらっ子の配置人数、コーディネーターに関する質問があったことについて報告した。

（２）応募団体の財務状況について
応募があった３団体について、大西委員から財務的な問題はないとの報告を受けた。

（３）指定管理者選定に係る最低基準、当日のスケジュール、傍聴者について
採点基準は、全ての採点項目の合計350点のうち、６割を最低基準として実施すること、当日も、応募団体名を伏せた採点表を用意し、既に提出されている応募資料と、プレゼンテーション及び質問ヒアリングの内容を総合的に評価し、採点を行うこととする。
当日は、電子機器動作確認等に10分程度を用意し、30分間の公開ヒアリングを行う。応募団体からのプレゼンテーションを10分、質疑応答の時間を20分程度設けている。
傍聴等に関しては、応募団体の傍聴は、各団体１人までとする。提案説明者の傍聴は、不可とし、会場への携帯電話等の持ち込み・使用は不可とする。途中退席も退室も認めない。また、傍聴者数は、先着８名とする。

（４）第３回放課後子どもひろばふかさわ他５施設指定管理者選定委員会日程等について
７月25日（金）９時30分を委員の集合時間とすること、場所は、第６分庁舎６０２会議室で行うこと、プレゼンテーション開始前に30分弱、各委員間で打ち合わせを行うことを決定した。
										以上
